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１ 件 名 
物価高騰の影響を受けた市民や事業者などを支援する事業につ

いて 

２ 概 要 

物価高騰などの影響を受けた市民や事業者の負担を軽減する

ため、国が創設した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

地方交付金」を活用し、次の事業を実施します。 

 

①あつぎ生活応援キャッシュバック事業 

【予算】３６０，０００千円 

【内容】商業者、消費者を支援するため、市内店舗で買い物を

した市民にキャッシュバックを行う。 

②小中学校給食食材高騰対策事業 

【予算】小学校＝１０，５８０千円 中学校＝５，１２４千円 

【内容】給食の材料費が高騰する中、保護者の負担が増えない

よう高騰分を市が負担する。 

③福祉施設光熱費等高騰対策交付金 

【予算】１０４，０８３千円 

④保育施設等光熱費等高騰対策交付金 

【予算】１６，５４１千円 

⑤医療機関等光熱費等高騰対策交付金 

【予算】８０，０５２千円 

【③～⑤内容】各事業所の負担軽減のため、電力・ガスなど価

格高騰への対応として交付金を交付する。 

３ 
問合せ

先 

① 
部課名 産業振興部 商業にぎわい課 課長 能條 隆広 

電話 （０４６）２２５－２８４１ 

② 
部課名 教育総務部 学校給食課 課長 井出 慎 

電話 （０４６）２２５－２６６９ 

③ 
部課名 福祉部 介護福祉課 課長 小澤 幸男 

電話 （０４６）２２５－２３９６ 

④ 
部課名 こども未来部 こども育成課 課長 内田 良彦 

電話 （０４６）２２５－２２５３ 

⑤ 
部課名 市民健康部 健康長寿推進課 課長 井上 和仁 

電話 （０４６）２２５－２１５７ 

 

資料１ 



 

物価高騰の影響を受けた市民や事業者などを支援する事業の概要 

 

1 あつぎ生活応援キャッシュバック事業 

消費者の負担を軽減するとともに、消費喚起を促し商業振興に取り組む市内商業店舗を

支援するため、総額3 億円のキャッシュバック事業を行う。 

（１）実施（応募）期間  

   令和５年1 月16 日～2 月15 日 

（レシート有効期間＝令和4 年12 月15 日～2 月15 日） 

（２）対象 

市民（先着10万人（１人１回まで）。10万人に達した時点で終了） 

（３）事業費 

360,000 千円 

《内訳》キャッシュバック分費用           300,000 千円 

経費（委託費、振込手数料、郵送料、宣伝費など）  60,000 千円 

 合計  360,000 千円 

（４）内容 

   市内店舗で買い物等をしたレシート合計10,000 円以上を集め、郵送または電子申請

で応募をすると、3,000 円の現金が戻ってくる。 

   

２ 小中学校給食食材高騰対策事業 

 物価高騰などを背景とする給食材料費の高騰分について、保護者の負担を増やすこと

なく市が負担することにより、給食の質の確保と円滑な学校給食の実施につなげる。 

（１）小学校（23 校） 

   給食提供予定回数46 回（令和５年１～３月分）×一食当たりの食材費高騰額20 円 

   ×提供人数11,500 人＝１０，５８０千円 

（２）中学校（13 校） 

   給食提供予定回数42 回（令和５年１～３月分）×一食当たりの食材費高騰額20 円 

   ×提供人数6,100 人＝５，１２４千円 

 

３ 福祉施設光熱費等高騰対策交付金 

 物価高騰などの影響を受けている介護保険指定事業所などの負担軽減を図るため、市

内事業所に交付金を交付する。 

（１）対象 

   市内の介護保険指定事業所（358 事業所）と障がい福祉事業所（340 事業所） 



 

（２）交付上限額 

  ア 介護保険指定事業所 

    入所系事業所＝15 千円、通所系事業所（大）＝200 千円、通所系事業所（小）＝

100 千円、訪問系事業所＝50 千円 

  イ 障がい福祉事業所 

    入所系事業所＝15 千円、通所系事業所＝100 千円、訪問系事業所＝50 千円、相談

系事業所＝50 千円 

 

４ 保育施設等光熱費等高騰対策交付金 

 保育施設などの負担軽減を図るため、電力・ガスなどの価格高騰への対応として交付

金を交付する。 

（１）対象 

 市内保育施設など（民間保育所、小規模保育施設、家庭的保育施設、私設保育施設、

認定こども園、幼稚園、民間児童クラブ）81 施設。 

（２）交付額 

   影響額の４分の３（上限30 万円） 

 

５ 医療機関等光熱費等高騰対策交付金 

 医療機関や薬局などの負担軽減を図るため、電力・ガスなどの価格高騰への対応とし

て交付金を交付する。 

（１）対象 

 市内医療機関など（病院、診療所、歯科診療所、薬局、助産所）373 施設。 

（２）交付上限額 

   病院・有床診療所＝22 千円×病床数、一般診療所・歯科診療所・薬局・助産所＝50

千円 


